
 

第 21 期第 55 回 
松浦海区漁業調整委員会 

 

 

 

日時 令和3年 3月 2 6日 (金 ) 1 6時 0 0分 ～ 
場所 唐津市水産会館 多目的ホール 

 (唐津市海岸通り7182番地217) 
 

 

 

次    第 
 
 
１ 開  会 
 
２ 議  題 

 
（１）佐賀県特定水産資源の採捕の停止に関する規則について（諮問）  

Ｐ１～Ｐ２ 
（２）令和３年（2021年）度もじゃこまき網漁業許可方針（案）について（諮問）  
                                     Ｐ３～Ｐ５ 
（３）ぶり（もじゃこ）特別採捕許可方針（案）について（協議）  
                                     Ｐ６～Ｐ８ 
（４）雑魚固定式刺網漁業の許可方針（案）について（諮問）  
                                    Ｐ９～Ｐ１２ 
（５）その他のかご漁業の許可方針（案）について（諮問）  
                                   Ｐ１３～Ｐ１５ 
（６）肥前統括支所におけるカキ及びヒオウギガイの試験養殖について（協議）  
                                   Ｐ１６～Ｐ２７ 
（７）海区漁業調整委員会事務局設置規程の一部改正について（協議） 
                                   Ｐ２８～Ｐ２９ 
（８）太平洋クロマグロの遊漁に関する委員会指示について（報告） 
                                   Ｐ３０～Ｐ３１ 
（９） その他 
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1 

 
佐
賀
県
規
則
第
 
号
 

 
 
 
佐
賀
県
特
定
水
産
資
源
の
採
捕
の
停
止
に
関
す
る
規
則
（
案
）
 

 
（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
規
則
は
、
漁
業
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
26
7
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
｡）
第
33
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
水
産
資
源
の
採
捕
の
停
止
に
関

し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
規
則
で
使
用
す
る
用
語
は
、
法
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。
 

 
（
特
定
水
産
資
源
の
採
捕
の
停
止
）
 

第
３
条
 
知
事
が
法
第
33
条
第
２
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
旨
の
告
示
を
し
た
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
は
、
当
該
告
示
を
し
た
日
の
翌
日

か
ら
同
日
の
属
す
る
管
理
年
度
の
末
日
（
当
該
告
示
に
お
い
て
期
間
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
期
間
の
末
日
）
ま
で
の
間
、
当
該
告
示
に
係
る
特
定
水

産
資
源
の
採
捕
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
が
前
項
の
告
示
に
係
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
旨
の
告
示
を
し
た
と
き
は
、
前
項
の
告
示
に
係
る
者
は
、
当
該

該
当
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
旨
の
告
示
を
し
た
日
か
ら
前
項
の
告
示
に
係
る
特
定
水
産
資
源
の
採
捕
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
附
 
則
 

 
（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ
の
規
則
は
、
令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
（
佐
賀
県
知
事
管
理
量
に
係
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
の
停
止
に
関
す
る
規
則
の
廃
止
）
 

２
 
佐
賀
県
知
事
管
理
量
に
係
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
の
停
止
に
関
す
る
規
則
（
平
成
31
年
佐
賀
県
規
則
第
２
号
）
は
、
廃
止
す
る
。
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令和３年（2021年）度もじゃこまき網漁業許可方針（案） 
 

第１ 制限措置 

（１）漁業種類 

もじゃこまき網漁業 

（２）許可又は起業の認可をすべき船舶の数 

     １０隻以内 

（３）船舶の総トン数 

     制限なし 

（４）推進機関の馬力数 

     制限なし 

（５）操業区域 

     佐賀県玄海海域 

（６）漁業時期 

     令和３年５月２０日から令和３年６月１１日まで 

（７）漁業を営む者の資格 

     ①第１種区画漁業権（魚類小割式養殖業）の行使者のうち、ぶり養殖 

業を営む者 

②佐賀県において漁港機能を有する施設を拠点として漁業を営もう

 とする者 

     ③佐賀県の漁船原簿に登録されている船舶を使用する権利を有する者 

④佐賀県漁業調整規則（令和２年佐賀県規則第６３号）第１０条第 

１項各号のいずれにも該当しない者 

⑤適切な資源管理を実践できる者 

⑥漁業の生産力の向上に努めようとする者 

第２ 許可の有効期間 

   令和３年５月２０日から令和３年１０月３１日まで 

第３ 申請すべき期間 

   令和３年４月１日から令和３年４月３０日まで 

第４ 許可の基準 

   第１（７）に定める資格を有し、第１（１）に定める漁業を営もうとす

る者。ただし、第１（２）に定める隻数を超える場合は、次に掲げる優先

順位とする。また、同順位である者相互間の優先順位は抽選による。 

なお、規則第９条第１項第２号に該当する場合は、この限りでない。 
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（１）当該漁業許可を有する者の承継を受けた者。ただし、承継を受ける

    者は許可を有する者と同居して生計を同じくする２親等以内の親族 

    に限る。 

（２）第１種区画漁業権（魚類小割式養殖業）の行使者のうち、新たに「ぶ

    り養殖業」を営もうとする者 

（３）上記（１）～（２）に該当しない者。 

第５ 条件 

   １  共同漁業権漁場内で操業してはならない。 
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ぶり（もじゃこ）特別採捕許可方針（案） 

 

  令和３年（2021年）度における、ぶり（もじゃこ）の特別採捕の許可につい

ては、次の方針により処理する。 

 

１  適用除外の事項 

 

      佐賀県漁業調整規則第37条第１項 

 

２  使用漁具及び漁法 

 

      まき網、すくい網（まき網を使用する場合は、もじゃこまき網漁業に係

る知事の許可を受けなければならない。） 

 

３  採捕区域 

 

      佐賀県玄海海域 

    

４  採捕期間 

 
   令和３年（2021年）５月２０日から令和３年（2021年）６月１１日まで 
 

 

５  許可の有効期間 

 

   令和３年（2021年）５月２０日から令和３年（2021年）１０月３１日まで 

 

６  許可隻数 

 

      １０隻以内 
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７  条件 

（１）共同漁業権漁場で操業してはならない。 

  （２）もじゃこの総採捕尾数は、各年度定めた採捕数量計画尾数を按分した

尾数以内とする。 

  （３）採捕したもじゃこは、10月31日まで販売してはならない。 

  （４）採捕する網目の目合は、1.2センチメ－トル以上（26節以内）とする。 

  （５）操業中は別に定める標旗を掲げなければならない。 

（６）漁期終了後は、速やかに採捕尾数実績報告書を提出しなければならな

い。 

  標旗 
 

 

      地  色：桃 色 

 

      文字色：白 色 

  ３年（2021年）度許可番号 第    号 

 

           も じ ゃ こ 

 

                          佐賀県 

 

 
 
８ 許可の対象 
（１）第１種区画漁業権（魚類小割式養殖業）の行使者のうち、ぶり養殖業

を営む者 
（２）佐賀県において漁港機能を有する施設を拠点として漁業を営もうとす

る者 
 （３）佐賀県の漁船原簿に登録されている船舶を使用する権利を有する者 
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固定式刺網漁業 
 
雑魚固定式刺網漁業 

 
第１ 制限措置 

（１）漁業種類 

     雑魚固定式刺網漁業 

（２）許可又は起業の認可をすべき船舶の数 

     ５０隻以内 

（３）船舶の総トン数 

     制限なし 

（４）推進機関の馬力数 

     制限なし 

（５）操業区域 

     佐賀県玄海海域 

（６）漁業時期 

     １月１日から１２月３１日まで 

（７） 漁業を営む者の資格 

    ① 旧浜玉町又は旧唐津市において漁港機能を有する施設を拠

点として漁業を営もうとする者。 

    ② 佐賀県の漁船原簿に登録されている船舶を使用する権利を 

有する者 

③ 佐賀県漁業調整規則（令和２年佐賀県規則第６３号 以

下、「規則」という。）第１０条第１項各号のいずれにも該当

しない者 

④ 適切な資源管理を実践できる者 

⑤ 漁業の生産力の向上に努めようとする者 

第２ 許可の有効期間 

   許可をした日から令和４年１２月３１日まで 

第３ 申請すべき期間 

   １ 申請すべき期間（以下「申請期間」という。）は、規則第 
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１１条第１項に基づく公示をした日から次の開庁日までとす

る。 

   ２ 申請期間に到着し、受付けた申請の数（以下「受付数」とい

う。）と、申請期間の最終日において有効な許可又は起業の認

可を受けている船舶の数を足した数（以下「合計数」とい

う。）が、５０件に到達しないときは、申請期間の最終日の次

の開庁日を新たな申請期間として追加する。 

   ３ 令和４年１１月３０日までの期間において合計数が５０件に

到達するまでは、最後に追加した申請期間の次の開庁日を更に

新たな申請期間として追加することを繰り返す。ただし、最後

に追加した申請期間より前の申請期間に受付けたもののうち、

許可若しくは不許可の処分又は申請の取下げをしたものについ

ては、これを受付数から除く。 

   ４ 合計数が５０件に到達した日以降から令和４年１１月３０日

までの期間において、廃業等の事由により残枠が生じた場合

は、再度公示を行う。申請期間の取扱いは、上記１から３に同

じ。 

第４ 許可の基準 

   第１（７）に定める資格を有し、第１（１）に定める漁業を営も

うとする者。ただし、第１（２）に定める隻数を超える場合は、最

後に設定した申請期間に受付けた者を次に掲げる優先順位により許

可又は起業の認可をする者を定める。ただし、同順位である者相互

間の優先順位は抽選による。なお、規則第９条第１項第２号に該当

する場合は、この限りでない。 

（１）  許可を受けた者から、その許可の有効期間中に、許可を受 

けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相 

続又は法人の合併若しくは分割以外の事由により当該船舶を 

使用する権利を取得して当該知事許可漁業を営もうとする者 

（２）  前回の許可の有効期間中に、当該知事許可漁業の許可を有 

していた者のうち、今回の許可の有効期間において当該知 

事許可漁業の許可又は起業の認可を受けていない者 
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（３）当該知事許可漁業以外の知事許可漁業の許可を現に有して

いる者 

（４）上記（１）～（３）に該当しない者 

第５ 条件 

   １ 次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結んだ直線と最大高潮

時海岸線とによって囲まれた区域外で操業してはならない。 

    ア 福岡県糸島市二丈串崎 

    イ 福岡県糸島市二丈町串崎と唐津市相賀崎を結んだ直線と、

唐津市高島と福岡県糸島市志摩姫島を結んだ直線との交点 

    ウ 唐津市高島南東端 

    エ 唐津市東唐津「旧唐津シーサイドホテル東館」西角 

   ２ 共同漁業権漁場内で操業してはならない。 

   ３ 使用する網の総延長は１，５００メートル（仕立上り）以下

とする。 
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かご漁業 
 
その他のかご漁業 
 
第１ 制限措置 

（１）漁業種類 

     その他のかご漁業（ばいかご漁業、かにかご漁業、ぼらかご漁業、 

ふぐかご漁業の４種類とする。） 

（２）許可又は起業の認可をすべき船舶の数 

     ５０隻以内 

（３）船舶の総トン数 

     制限なし 

（４）推進機関の馬力数 

     制限なし 

（５）操業区域 

     佐賀県玄海海域 

（６）漁業時期 

     １月１日から１２月３１日まで 

（７）漁業を営む者の資格 

    ① 佐賀県において漁港機能を有する施設を拠点として漁業を営もうとす

る者。 

    ② 佐賀県の漁船原簿に登録されている船舶を使用する権利を有する者 

③ 佐賀県漁業調整規則（令和２年佐賀県規則第６３号 以下、「規則」

という。）第１０条第１項各号のいずれにも該当しない者 

④ 適切な資源管理を実践できる者 

⑤ 漁業の生産力の向上に努めようとする者 

第２ 許可の有効期間 

   許可をした日から令和４年１２月３１日まで 

第３ 申請すべき期間 

   １ 申請すべき期間（以下「申請期間」という。）は、規則第 

１１条第１項に基づく公示をした日から次の開庁日までとする。 

２ 申請期間に到着し、受付けた申請の数（以下「受付数」という。）と、 

申請期間の最終日において有効な許可又は起業の認可を受けている船舶の 
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数を足した数（以下「合計数」という。）が、５０件に到達しないとき 

は、申請期間の最終日の次の開庁日を新たな申請期間として追加する。 

   ３ 令和４年１１月３０日までの期間において合計数が５０件に到達するま

では、最後に追加した申請期間の次の開庁日を更に新たな申請期間として

追加することを繰り返す。ただし、最後に追加した申請期間より前の申請

期間に受付けたもののうち、許可若しくは不許可の処分又は申請の取下げ

をしたものについては、これを受付数から除く。 

   ４ 合計数が５０件に到達した日以降から令和４年１１月３０日までの期間

において、廃業等の事由により残枠が生じた場合は、再度公示を行う。申

請期間の取扱いは、上記１から３に同じ。 

第４ 許可の基準 

   第１（７）に定める資格を有し、第１（１）に定める漁業を営もうとする

者。ただし、第１（２）に定める隻数を超える場合は、最後に設定した申請期

間に受付けた者を次に掲げる優先順位により許可又は起業の認可をする者を定

める。ただし、同順位である者相互間の優先順位は抽選による。なお、規則第

９条第１項第２号に該当する場合は、この限りでない。 

（１）  許可を受けた者から、その許可の有効期間中に、許可を受けた船舶を 

譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併若し 

くは分割以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該知事 

許可漁業を営もうとする者 

（２）  前回の許可の有効期間中に、当該知事許可漁業の許可を有していた者 

のうち、今回の許可の有効期間において当該知事許可漁業の許可又は起 

業の認可を受けていない者 

（３）当該知事許可漁業以外の知事許可漁業の許可を現に有している者 

（４）上記（１）～（３）に該当しない者 

第５ 条件 

   １ 共同漁業権漁場内で操業してはならない。ただし、所属する漁業協同組

合が保有する共同漁業権漁場内（佐賀玄海漁業協同組合においては、所属

する支所に関する共同漁業権漁場内）についてはこの限りでない。 

   ２ 幹縄の両端に、水面１メートル以上の高さの標識をつけ、かつ、幹縄の

中間３００メートル毎に浮標をつけなければならない。 
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佐
賀
県
有
明
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
 

 
松
浦
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
 

 
 海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局
設
置
規
程
（
昭
和
52
年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 告
示
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

令
和
３
年
 
月
 
日
 

佐
賀
県
有
明
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長
 
 
德
 
 
永
 
 
重
 
 
昭
 
 
 
 

松
浦
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長
 
 
 
 
 
川
 
 
嵜
 
 
和
 
 
正
 
 
 
 

 
次
の
表
に
掲
げ
る
規
定
の
改
正
部
分
は
、
下
線
の
部
分
で
あ
る
。
 

改
正
前
 

改
正
後
 

（
職
員
等
）
 

（
職
員
等
）
 

第
２
条
 
略
 

第
２
条
 
略
 

２
 
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
事
務
局
に
次
の
職
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 
２
 
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
事
務
局
に
次
の
職
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

 
主
幹
 

主
幹
 

係
長
 

係
長
 

 
主
任
主
査
 

主
査
 

主
査
 

副
主
査
 

 

 
主
事
 

主
事
 

 
技
師
 

技
師
 

３
～
７
 
略
 

３
～
７
 
略
 

８
 
主
査
及
び
副
主
査
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
事
務
を
処
理
す
る
。
 

８
 
主
任
主
査
及
び
主
査
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
事
務
を
処
理
す
る
。
 

９
 
略
 

９
 
略
 

（
文
書
の
管
理
）
 

（
文
書
の
管
理
）
 

第
６
条
 
文
書
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
佐
賀
県
文
書
規
程
（
昭
和
55
年
佐
賀
県

訓
令
甲
第
１
号
）
の
規
定
（
同
規
程
第
45
条
第
２
項
、
第
47
条
第
２
項
及
び

第
49
条
の
規
定
を
除
く
｡）
及
び
佐
賀
県
電
子
メ
ー
ル
取
扱
規
程
（
平
成
25
年

佐
賀
県
訓
令
甲
第
10
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
 

第
６
条
 
文
書
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
佐
賀
県
文
書
管
理
規
程
（
昭
和
55
年
佐

賀
県
訓
令
甲
第
１
号
）
の
規
定
（
同
規
程
第
45
条
第
２
項
、
第
47
条
第
２
項

及
び
第
49
条
の
規
定
を
除
く
｡）
及
び
佐
賀
県
電
子
メ
ー
ル
取
扱
規
程
（
平
成

25
年
佐
賀
県
訓
令
甲
第
10
号
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
 

 
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
告
示
は
、
令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

告
示
第
 
号
 

佐
賀
県
有
明
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

 
松
浦
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
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海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局
設
置
規
程
の
一
部
改
正
（
案
）
の
概
要

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局

改
正
の
理
由

職
務
・
職
責
に
応
じ
た
給
与
制
度
及
び
佐
賀
県
⽂
書
規
程
の
⾒
直
し
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
⾏
う
必
要
が

あ
る
た
め
。

改
正
内
容

１
事
務
局
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
職
に
つ
い
て
、
主
任
主
査
を
加
え
、
副
主
査
を
削
る
こ
と
と
し
た
。
（
第

２
条
関
係
）

２
主
任
主
査
の
職
務
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
２
条
関
係
）

３
佐
賀
県
⽂
書
規
程
か
ら
引
用
し
て
い
る
同
規
程
の
名
称
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
６
条
関
係
）

４
令
和
３
年
４
⽉
１
⽇
か
ら
施
⾏
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